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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
米
軍
北
部
訓
練
場
跡
地
の
不
完
全
な
支
障
除
去
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

沖
縄
県
に
お
け
る
米
軍
施
設
及
び
区
域
の
返
還
に
際
し
て
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な

利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
返
還
地
の
有
効
か
つ
適
切

な
利
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
防
衛
省
に
お
い
て
、
当
該
返
還
地
を
所
有
者
等
に
引
き
渡
す
前
に
土
壌
の
汚
染
調
査
等
の
土
地

を
利
用
す
る
上
で
の
支
障
の
除
去
に
関
す
る
措
置
（
以
下
「
支
障
除
去
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
て
い
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
に
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
に
所
有
者
等
に
対
し
引
渡

し
を
行
っ
た
北
部
訓
練
場
の
過
半
に
当
た
る
約
四
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
（
以
下
「
本
件
土
地
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
国
立
公
園
へ
の
編
入
や
世
界
自
然
遺
産
へ
の
登
録
を
目
指
す
関
係
自
治
体
の
意
向
等
を
踏
ま
え
、
希
少
動
植
物
の
生
態

系
に
配
慮
し
つ
つ
、
速
や
か
な
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
引
渡
し
に
先
立
っ
て
、
廃
棄
物
等
が
存
在
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
範
囲
で
支
障
除
去
措
置
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
防
衛
省
の
説
明
は
撤
回
が
必
要
で
あ
る
」
と
は
考
え

て
い
な
い
。 

 
 

ま
た
、
本
件
土
地
に
係
る
御
指
摘
の
「
支
障
除
去
対
象
物
の
残
存
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
網
羅
的
に
把
握
し



 

２ 

 

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
支
障
除
去
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
沖
縄
防
衛
局
の
指
示
に
基
づ
き
委
託
業
者
が
選

定
し
た
外
部
有
識
者
の
助
言
を
踏
ま
え
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る

方
法
に
準
じ
て
、
本
件
土
地
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
、
航
空
写
真
に
よ
る
確
認
や
米
軍
に
対
す
る
使
用
履
歴
の
確
認
等
に

よ
る
土
壌
汚
染
等
の
蓋
然
性
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
実
施
し
た
ほ
か
、
事
前
に
所
有
者
等
に
対
す
る
説
明
も
行
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
返
還
地
全
域
に
つ
い
て
調
査
等
業
務
を
行
う
」
予
定
は
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

本
件
土
地
の
米
国
か
ら
の
返
還
後
に
、
沖
縄
防
衛
局
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
支
障
除
去
措
置
の
一
環
と
し
て
、
御
指
摘
の

「
い
で
あ
株
式
会
社
」
（
以
下
「
い
で
あ
社
」
と
い
う
。
）
が
目
視
等
に
よ
る
廃
棄
物
等
の
有
無
の
調
査
を
実
施
し
た
土
地

に
お
い
て
、
所
有
者
へ
の
引
渡
し
後
、
い
で
あ
社
が
同
局
の
委
託
を
受
け
て
磁
気
探
査
を
実
施
し
た
際
に
、
地
中
か
ら
廃
棄

物
が
発
見
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
本
件
土
地
の
引
渡
し
後
の
廃
棄
物
調
査
等
を
実
施
す
る
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
実
施

し
、
そ
の
結
果
、
い
で
あ
社
が
受
注
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

さ
ら
に
、
い
で
あ
社
は
、
支
障
除
去
措
置
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
目
視
等
に
よ
る
廃
棄
物
等
の
有
無
の
調
査
に
つ
い
て
、



 

３ 

 

同
局
が
委
託
し
た
業
務
を
履
行
し
て
お
り
、
「
支
障
除
去
に
つ
い
て
所
期
の
目
的
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
」
と
の
御
指
摘
は

当
た
ら
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
支
障
除
去
に
関
す
る
調
査
計
画
の
概
要
、
調
査
結
果
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
沖
縄
防
衛
局
に
お
い
て
は
、
令
和
三
年
以
降
、
令
和
元
年
か
ら
令
和
三
年
ま
で
の
間
に
実
施
し
た

磁
気
探
査
で
磁
気
異
常
点
が
確
認
さ
れ
た
七
箇
所
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
跡
に
つ
い
て
廃
棄
物
調
査
等
を
実
施
し
て
い
る

と
こ
ろ
、
「
各
年
度
」
の
「
開
始
期
日
と
終
了
期
日
」
に
つ
い
て
は
、
複
数
年
度
に
わ
た
っ
て
実
施
し
て
い
る
も
の
も
あ
る

た
め
、
具
体
的
に
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
令
和
三
年
以
降
の
当
該
調
査
等
の
実
施
期
間
は
、
令
和
元
年
九
月

二
十
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
、
令
和
四
年
三
月
二
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
同
月
十
七
日
か
ら

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
加
え
、
同
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
を
予
定
し
て
い
る
。
ま

た
、
お
尋
ね
の
「
発
見
さ
れ
た
廃
棄
物
等
の
種
類
、
数
量
」
に
つ
い
て
は
、
金
属
く
ず
等
が
約
二
十
三
ト
ン
、
火
工
品
が
約

五
万
二
千
発
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
該
調
査
等
を
行
っ
た
面
積
は
、
約
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。 

 
 

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
本
件
土
地
の
返
還
に
際
し
て
は
、
国
立
公



 

４ 

 

園
へ
の
編
入
や
世
界
自
然
遺
産
へ
の
登
録
を
目
指
す
関
係
自
治
体
の
意
向
等
を
踏
ま
え
、
希
少
動
植
物
の
生
態
系
に
配
慮
し

つ
つ
、
速
や
か
な
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
廃
棄
物
等
が
存
在
す
る
蓋
然
性
が
高
い
範
囲
に
限
り
支
障
除
去
措
置
を
実
施

し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
支
障
除
去
措
置
は
完
了
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
土
地
の
引
渡
し
後
も
、
新
た
に
廃
棄
物
等
が
発

見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
件
土
地
の
所
有
者
等
と
調
整
の
上
、
防
衛
省
に
お
い
て
適
切
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
手
榴
弾
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
件
土
地
に
お
い
て
、
沖
縄
防
衛
局
が

実
施
し
て
い
る
廃
棄
物
調
査
等
で
令
和
五
年
十
二
月
七
日
に
発
見
さ
れ
、
令
和
六
年
一
月
十
日
に
亡
失
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
手
榴
弾
ら
し
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
局
に
お
い
て
関
係
機
関
等
と
調
整
の
上
、
適
切
に
対
応
す
る
予
定
で
あ
っ
た

も
の
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
今
後
、
不
発
弾
等
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
局
に
お
い
て
関
係
機
関
等
と
調
整
の
上
、
適
切
に
対
応
し
て
ま

い
り
た
い
。 



 

５ 

 

七
に
つ
い
て 

 
 

本
件
土
地
に
つ
い
て
は
支
障
除
去
措
置
は
完
了
し
て
お
り
、
本
件
土
地
の
引
渡
し
後
も
、
新
た
に
廃
棄
物
等
が
発
見
さ
れ

た
場
合
に
は
、
防
衛
省
に
お
い
て
適
切
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
看
板
の
設
置
や
チ
ラ
シ
の
配
布
な

ど
に
よ
り
周
知
す
る
予
定
」
は
な
い
が
、
今
後
と
も
必
要
に
応
じ
て
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
ま
た
、
個
別
の
事
情
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
概
に

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
事
実
関
係
を
把
握
し
た
上
で
適

切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 


